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京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、下記のとおり、２０２１年１月２５日から

投資信託と定期預金の組み合わせ商品である『中信ミックスプラン（窓口専用）【退職金専用】』

『中信ミックスプラン（窓口専用）【相続預金専用】』の取扱いを開始いたします。 

記 

 

１．取扱開始日 

２０２１年１月２５日（月） 

２．『中信ミックスプラン（窓口専用）【退職金専用】』商品概要 

商 品 名 『中信ミックスプラン（窓口専用）【退職金専用】』 

対 象 

・退職金のお受け取り後１年以内の個人のお客さま 

＊退職金（他の金融機関でお受け取りになられた退職金を含む）によるお預け入れ、

かつ、退職金のお受け取り後 1年以内のお預け入れに限ります。 

＊退職金をお受け取りになられたことを確認できる資料（退職金振込口座のお通

帳、「退職所得の源泉徴収票」など）をお持ちください。 

特 色 
・本商品は、投資信託と定期預金の組み合わせ商品です。 

・投資信託と定期預金を窓口にて同時（同日付）にてお申込みいただきます。 

組 み 合 わ せ 内 容 
・３００万円以上（退職金金額の範囲内）のうち５０％以上を投資信託に、残額を 

定期預金にお預け入れいただきます。 

お 申 し 込 み 金 額 

【投資信託のご購入金額】 

１５０万円以上 

※ただし、同時（同日付）にお預け入れいただく定期預金の預入金額以上とさせていただきます。 

【定期預金のお預け入れ金額】 

１５０万円以上 

※ただし、同時（同日付）にご購入いただく投資信託の購入金額以下とさせていただきます。 

投資信託について 

・当金庫で取り扱う投資信託のうち、一部のファンドは本商品の対象となりません。 

対象となるファンドにつきましては、店頭の説明書にてご確認ください。 

・窓口にてご購入いただくことが必要です。 

 

～投資信託と定期預金の組み合わせ商品～ 

『中信ミックスプラン（窓口専用）【退職金専用】』 

『中信ミックスプラン（窓口専用）【相続預金専用】』の取扱いを開始いたします！ 

 

 



定期預金について 

【預金種類・期間】 

自動継続スーパー定期３ヶ月もの・１年もの 

【適用金利】 

預入期間 特別金利 

3ヶ月 年 5.000％（税引後 年 3.98425000％） 

  1年 年 1.250％（税引後 年 0.99606250％） 

 

・本金利の適用は、初回のお預け入れの満期日までとし、自動継続後は継続時の 

スーパー定期の店頭表示金利とさせていただきます。 

・他の金利上乗せ商品と組み合わせてのお取り扱いはできません。 

・お預け入れは窓口でのみの取扱いとします。 

・ＡＴＭ、モバイル&インターネットバンキング、テレホンバンキング、京都中央 

信金アプリを利用したお預け入れはできません。 

・金利情勢の変化などにより適用金利を見直す場合やお取り扱いを終了させていただ

く場合があります。 

【ご参考】 ２０２１年１月４日現在のスーパー定期の店頭表示金利 

預入期間 特別金利 

3ヶ月 年 0.002％（税引後 年 0.00159370％） 

  1年 年 0.002％（税引後 年 0.00159370％） 
 

ご 留 意 事 項 

・投資信託のご購入にあたっては、購入金額から購入時手数料および消費税等を差し

引かせていただきますので、購入金額と実際の投資元本は異なります。また、換金

時および運用期間中にも各種手数料等の費用をご負担いただきます。 

・投資信託は預金ではなく、元本保証および利回り保証はありません。 

・投資信託のご購入にあたっては、「投資信託に関する留意事項」を必ずご確認くださ

い。また、あらかじめ、各ファンドの最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」お

よび「目論見書補完書面（投資信託）」等で必ず内容をご確認ください。 

 

３．『中信ミックスプラン（窓口専用）【相続預金専用】』商品概要 

 

 

商 品 名 『中信ミックスプラン（窓口専用）【相続預金専用】』 

対 象 

・相続手続き完了後 1 年以内に、相続により取得された資金をお預け入れいただけ

る個人のお客さま 

＊他の金融機関で相続手続きされた場合もお預け入れいただけます。 

＊お預け入れにあたって、下記①～③の書類を確認させていただきます。 

① 金融機関での相続手続き完了時期を確認できる書類 

  （相続手続依頼書等の写し、被相続人様名義の解約済通帳と計算書の写し等） 



② お預け入れされる方が相続人であることを確認できる書類 

  （戸籍謄本の写し、遺言書の写し、遺産分割協議書の写し等） 

③ 本定期預金の預入資金を相続により取得されたことを確認できる書類 

（相続手続依頼書等の写し、被相続人様名義の解約済通帳と計算書の写し、 

遺言書の写し、遺産分割協議書の写し等） 

特 色 
・本商品は、投資信託と定期預金の組み合わせ商品です。 

・投資信託と定期預金を窓口にて同時（同日付）にてお申込みいただきます。 

組み合わせ内容 
１００万円以上（相続による取得資金の範囲内）のうち５０％以上を投資信託に、

残額を定期預金にお預け入れいただきます。 

お申し込み金額 

【投資信託のご購入金額】 

５０万円以上 

※ただし、同時（同日付）にお預け入れいただく定期預金の預入金額以上とさせていただきます。 

【定期預金のお預け入れ金額】 

５０万円以上 

※ただし、同時（同日付）にご購入いただく投資信託の購入金額以下とさせていただきます。 

投資信託について 

・当金庫で取り扱う投資信託のうち、一部のファンドは本商品の対象となりません。 

対象となるファンドにつきましては、店頭の説明書にてご確認ください。 

・窓口にてご購入いただくことが必要です。 

定期預金について 

【預金種類・期間】 

自動継続スーパー定期３ヶ月もの・１年もの 

【適用金利】 

預入期間 特別金利 

3ヶ月 年 5.000％（税引後 年 3.98425000％） 

  1年 年 1.250％（税引後 年 0.99606250％） 
 

・本金利の適用は、初回のお預け入れの満期日までとし、自動継続後は継続時の 

スーパー定期の店頭表示金利とさせていただきます。 

・他の金利上乗せ商品と組み合わせてのお取り扱いはできません。 

・お預け入れは窓口でのみの取扱いとします。 

・ＡＴＭ、モバイル&インターネットバンキング、テレホンバンキング、京都中央 

信金アプリを利用したお預け入れはできません。 

・金利情勢の変化などにより適用金利を見直す場合やお取り扱いを終了させていた

だく場合があります。 

【ご参考】 ２０２１年１月４日現在のスーパー定期の店頭表示金利 

預入期間 特別金利 

3ヶ月 年 0.002％（税引後 年 0.00159370％） 

  1年 年 0.002％（税引後 年 0.00159370％） 
 



ご 留 意 事 項 

・投資信託のご購入にあたっては、購入金額から購入時手数料および消費税等を差

し引かせていただきますので、購入金額と実際の投資元本は異なります。また、

換金時および運用期間中にも各種手数料等の費用をご負担いただきます。 

・投資信託は預金ではなく、元本保証および利回り保証はありません。 

・投資信託のご購入にあたっては、「投資信託に関する留意事項」を必ずご確認くだ

さい。また、あらかじめ、各ファンドの最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」

および「目論見書補完書面（投資信託）」等で必ず内容をご確認ください。 

 

４． その他 

店頭に説明書をご用意しております。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆本件に関するお問い合わせは、 

京都中央信用金庫 On Your Side 事業部（TEL075-223-8385  FAX075-223-2563） 

までお願い申しあげます。 

 


